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地方独立行政法人長 市民病院 理事会規程 

 

成 ８ ４月 日 

規 程 第  号 

 

(趣旨） 

第 1 条 規程 地方独立行政法人長 市民病院定款(以 定款 いう ）第 12 条

規定 基 理事会 関 必要 事項を定  

(議事等） 

第 2 条 定款第 15 条第 6 号 規定 理事会 定 要事項 掲 事項  

(1) 5,000万円以 工事又 修繕及び2,000万円以 医療機器 購入 関 契約 締

結 契約 1,000 万円以 変更契約 締結並び 契約

解約 関 事項 

(2) 法律 そ 義務 属 損害賠償 額 決定 当該決定 係 金額 100 万円以

 

(3) 前各号 掲 ほ 理事長 必要 認 事項 

 (招集） 

第 3 条 理事会 定款第 13 条第 1 項及び第 2 項 規定 基 理事長 招集  

2 理事会 議案 付議 べ 事項 招集 際 役員 通告 い

急施を要 場合 限 い    

 (役員以外 者 出席等） 

第 4 条 理事長 必要 認 役員以外 者を理事会 出席させ 意見を述べさせ

又 説明させ  

(議長 職務代行） 

第 5 条 理事長 事故 あ 又 理事長 あ 理事長 指定 者

議長 職務を行う  

(議事録） 

第 6 条 議長 理事会 議事 い 議事録を作成 い  

(庶務） 

第 7 条 理事会 庶務 法人事務局 い 行う  

(補足） 

第 8 条 規程 定 ほ 理事会 運営 関 必要 事項 理事長 定  

 

附 則 

規程 成 28 4 月 1 日 施行  


